
 

 

 

市川市規則第４３号  

市川市客引き行為等禁止条例施行規則  

（趣旨）  

第１条 この規則は、市川市客引き行為等禁止条例（令和３年条例第５号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（特定地区の指定等に係る告示）  

第２条 条例第５条第４項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。  

⑴ 特定地区の名称  

⑵ 特定地区の指定等をした範囲  

⑶ 特定地区の指定等の効力が生ずる年月日  

（指導）  

第３条 条例第７条の規定による指導は、指導書（様式第１号）により行うも

のとする。  

（勧告）  

第４条 条例第８条の規定による勧告は、勧告書（様式第２号）により行うも

のとする。  

（措置命令）  

第５条 条例第９条の規定により措置命令を行おうとするときは、その相手方

に対し、告知・弁明書（様式第３号）により、あらかじめ、その旨を告知す

るとともに、弁明の機会を付与する。  

２ 条例第９条の規定による措置命令は、措置命令書（様式第４号）により行

うものとする。  

（公表の方法等）  

第６条 条例第１０条の規定により公表を行おうとするときは、その相手方に

対し、告知・意見書（様式第５号）により、あらかじめ、その旨を告知する

とともに、意見を述べる機会を付与する。 

２ 条例第１０条の規定による公表は、次に掲げる事項を市のウェブサイトに

掲載することにより行うものとする。  



 

 

⑴ 違反者の氏名及び住所（法人にあっては名称、事務所の所在地及び代表

者の氏名）  

⑵ 違反の日時及び場所  

⑶ 違反の内容  

⑷ 措置命令の内容  

⑸ その他市長が必要と認める事項  

（身分証明書）  

第７条 条例第１１条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（様式第６号）

とする。  

２ 前項の身分証明書は、条例第１４条第２項に規定する市長が指定する職員

の身分を示す証明書を兼ねるものとする。 

（土地の所有者等に対する通知）  

第８条 条例第１２条第２項の規定による通知は、土地所有者等通知書（様式

第７号）により行うものとする。  

（過料）  

第９条 条例第１４条第１項又は第１５条の規定により過料を科そうとすると

きは、その相手方に対し、告知・弁明書により、あらかじめ、その旨を告知

するとともに、弁明の機会を付与する。  

２ 条例第１４条第１項又は第１５条の規定により過料を科するときは、その

相手方に対し、過料処分通知書（様式第８号）を交付する。  

３ 条例第１４条第１項又は第１５条の規定により科する過料の額は、５万円

とする。  

４ 条例第１４条第１項又は第１５条の規定により過料を科するときの納期限

は、当該過料を科する日の属する月の翌月末日とする。  

５ 過料を納期限までに納入しないときの督促は、督促状（様式第９号）によ

り行うものとする。  

（補則）  

第１０条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



 

 

附 則  

この規則は、令和３年９月１日から施行する。ただし、第３条から第９条ま

での規定は、同年１２月１日から施行する。  

 


